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 新年あけましておめでとうございます。 

今年も地域の皆様のお役にたつ神川出張所を目指してまいります。 

皆様のご利用を職員一同お待ちしております。 

 

 

 

 

出張所の窓口でよくあるご質問のいくつかをご紹介します。 

ご利用の際の参考にしてください。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                              

      

 

 

今年もよろしくお願いします 

 

 

健康保険に加入されている 3 歳～小学 6 年生までのお子さんで，１箇月に３，０００円

を超える通院医療費の支払いがあった場合，超えた額の医療費の支給を受けることができま

す。いずれの区にお住まいの方でも神川出張所で手続きができます（区役所への持参，もし

くは京都市地域福祉課・児童家庭課合同分室への郵送でも手続可能）。 

 ○お持ちいただく書類（郵送の場合，①②④はコピー） 

①子ども医療費受給者証（白色） 

②健康保険証（対象となるお子さんの名前が記載されているもの） 

③領収書原本（患者名，受診日，医療機関名，保険診療点数が記載されたもの） 

④通帳又はキャッシュカード（振込先口座番号等がわかるもの） 

 ＊予防注射など保険診療の対象にならないものは支給の対象とはなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

Q ３歳以上の子どもの通院にかかった医療費について，子ども医療費の支給が受けられ 

ると聞いたのですが？ 

 

[ちょっと耳より情報］  

子どもの福祉関係では，「子ども医療」のほか

にも，「児童手当」と「高校進学・修学支援金」

の受付が神川出張所でできます。 

また，福祉に関してどのような施策があるかな 

ど，福祉制度のご案内もしています。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

神川出張所では，久我または羽束師の各町に本籍地のある方の戸籍謄本・抄本が発行できま

す。それ以外に本籍地がある場合は，管轄する役所に請求いただく必要があります。 

遠隔地等の場合には，郵便で戸籍を請求す 

る方法もあります。詳しくは出張所までお問 

い合わせください。 

 なお，「謄本」とはその戸籍の全員分を， 

「抄本」はその戸籍の中の必要な方の分だけ 

を抜粋したものです。 

 

Ｑ戸籍謄本が必要なのですが，出張所で出ますか？ 

（参考）伏見区の戸籍管轄地 

伏見区役所 下記以外の町名 

深草支所 深草の付く町名，稲荷官有地 

醍醐支所 醍醐，日野，石田，小栗栖の
付く町名 

神川出張所 久我，羽束師の付く町名 

淀出張所 淀，納所の付く町名，葭島渡
場島町，向島又兵衛 

 [ちょっと耳より情報］ 

住民票の写しや印鑑証明書は，コンピュ

ータ化されており，市内どこの区役所，支

所，出張所，証明書発行コーナーでも発行

することができます(印鑑証明書の発行に

は事前に住所地での登録が必要。右記参照)。 

戸籍については，現在，コンピュータ化

作業を進めており，伏見区では平成 26 年

度後半以降に順次稼働する予定です。 

 

 

 

 登録する印鑑と本人確認書類をお持ちくださ

い。代理人が申請する場合は委任状が必要です。 

 本人が，顔写真入りの官公庁発行の証明（運

転免許証等）を持ってきていただいた場合に限

り，即日，印鑑登録証を交付します。 

そのほかの場合（代理人申請を含む）は，本

人の意思確認のため住所地に照会文書を送付し

ますので，後日，それを持って印鑑登録証を受

け取りに来ていただく形になります。 

 

 

  

Ｑ印鑑登録がしたいのですが，どのようにす

ればよいのですか？ 

本人確認にご協力ください 

 各種届出や証明書交付申請等の際には，個

人情報保護のため，窓口に来られた方の本人

確認を行っています。確認できる書類（運転

免許証・健康保険証など）の提示をお願いし

ます。 

 

 

 

出張所内に，資源物回収ボックスを設置しています。 

回収品目：乾電池・リユースびん・てんぷら油・ 

紙パック・蛍光管 

 

また，古紙・古着の回収を，毎月第一水曜日に，出 

張所前の広場で行っています。 

  今後の回収日：２月５日（水）・３月５日（水） 

          いずれも午後２時～４時 

Ｑ出張所で資源ごみの回収はしていますか？ 

 

←印鑑登録証（緑色のカード） 

印鑑証明書が必要な場合はこの

カードを必ずご持参ください。 



 

 

 

 

 

 

 

 伏見区役所では，区民主体で取り組まれるまちづくり活動に対して，経費の一部を支援する

「区民活動支援事業」を行っています。神川出張所管内からも２つの団体の事業が採択され，

地域に根差した活動が進められています。

 

 

 

 

平成19年に3学区の自治連合会を中心に

設立された「久我・久我の杜・羽束師地域ま

ちづくり協議会」では，毎月第一金曜日に神

川出張所で会議を開き，当地域の「まちづく

りビジョン」の実現を目指して，地域の様々

な課題について検討をされています（午後 1

時 30 分～，傍聴可能）。 

 

 

 

 

 区民活動支援事業の補助金を活用して，今

年度は次の取組をされています。 

（１）ふれあい農業体験 

 久我・食農ふれあいの杜体験農園にて，菜

種油しぼり，野菜の収穫等の体験事業を実施 

日時：2 月 9日（日）９：３０～１３：３０ 

募集：1月 20日から東部農業振興センターで電話

受付（℡641-4340），先着 50 人，参加費要。 

（２）歴史発掘事業 

 特徴ある建物や寺社を訪れお話を聞く「て

くてく散策会」を久我・羽束師の両地域で開

催（昨年 10・11 月）。また，地域の伝承を

「紙芝居」にして残す取組を推進中。 

（３）要配慮者把握事業 

 災害発生時に町内で助け合って避難できる

よう，要配慮者を把握する調査を各自主防災

会において町内会に依頼し実施。 

 

 

 

 

 「ここはづ」とは，久我（こ），久我の杜（こ），

羽束師（はづ）の頭文字。地域の皆さんに愛

着を持っていただこうと名づけたそうです。 

実行委員会では，手作りが趣味のお母さん

たちを中心に集まり，手作り市「ここはづ市」

を奇数月の第 3 土曜日に開催。神川出張所の

南に位置する「ケアハウス久我の杜」を会場

に，かばんや布雑貨，消しゴムはんこ，木の

おもちゃなど，手作りならではの温もりのあ

る品々が並びます。 

回を重ねるごとに出店者も増え，現在では

約２０店舗に。音楽演奏など趣向を凝らした

出し物もあります。 

子育て世代をはじめ，地域の皆さんが楽し

んで交流できる場づくりを目指して，実行委

員会では，出展者はもちろん，お手伝いして

いただける方も募集中。「ここはづ」の輪をさ

らに広げていこうと，頑張ってられます。 

 

○次回は３月 15 日（土）11～15 時に開催 

 

 

 

 

 

 

 

  身近にまちづくり活動を実践 
～区民活動支援事業を活用した地域の取組～ 

地域の総体でまちの課題に取り組む 

久我・久我の杜・羽束師地域 
まちづくり協議会 

「手作り市」をとおしてまちを元気に！ 

ここはづ市実行委員会 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

神川出張所管内は，鉄道駅がなく路線バス

が唯一の公共交通となっています。まちづく

り協議会と伏見区役所では，地域の大切な足

である市バスをもっと便利にしようと，住民

参加で検討を進めています。 

 昨年には，バスの利用状況や意向を把握す

るため約１,５００世帯へのアンケート調査

を実施。「バスを利用している」「利用できそ

う」という方が多い一方，「本数が少ない」「お

得なチケットなどの情報がわからない」等の

意見もいただきました。 

 その結果を踏まえ，昨年の夏休みには，バ

スでのお出かけ情報をまとめたチラシを全小

学生に配布し，市バス利用を呼びかけました。 

 また，9 月からは，ワークショップ形式で，

市バスのよいところ，悪いところを出し合い，

どうしていけばよいかを話し合う「交通市民

会議」を開催。これまでに３回にわたって，

交通局を交えながら検討を進めました。 

バス利用者が増える⇒バスの便数増加，路

線拡充⇒バス利用者が増える，という好循環

を目指し，次回には，住民の取組として具体

的に何ができるかを話し合っていく予定です。 

交通市民会議はどなたでも参加できます。

多くの方のご参加をお待ちしています。 

 

 

 

 

 

 

 

3/22 市バス・ダイヤ改正～南２が増便 

 交通局では，上記のような住民と行政によ

る協働の取組を進める地域において，ダイヤ

拡充等を行うこととし，3 月 22 日（土）か

ら，当地域でも増便等が行われます。 

南２系統①試行的増便：平日５本増便。土日

も増便。②最終バスの時刻繰下げ：竹田駅西

口 22：40 発に（現在より 20 分遅く），Ｊ

Ｒ長岡京東口 22：30 発に（１５分遅く）。 

18 系統全便を二条駅西口まで延長 

20・22 系統中書島～国道大手筋間を等間隔

の運行に。20 系統は京阪淀駅にも乗入れ。 

 試行的増便は3年を目途に利用状況の評価

が行われます。将来にわたって市バスを維

持・発展させていくためには，利用増をはか

っていく必要があります。

あなたの健康づくりを応援～「神川げんき広場」毎週木曜日に開催 

伏見保健センターの「健康づくりサポーター養成講座」の 
卒業生による「スリムサポートかなえ隊」が，体操等を行 
う「神川げんき広場」を開催しています。気軽にご参加を！ 

 日 時：毎週木曜日 午前 10 時～１０時３０分 
 会 場：ケアハウス久我の杜 
 内 容：リズム体操，表情筋エクササイズ 
参加方法：運動制限のない方ならどなたでも参加できます。 
    直接会場へお越しください。無料。 
問合せ：伏見保健センター（成人保健・医療担当）℡611－1162 
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みんなの力で市バスを便利に！ 
久我・久我の杜・羽束師「交通市民会議」活動中 

第４回交通市民会議 

日 時：2月 15日（土） 

    9:30～12:00 

場 所：神川出張所 

参加申込：伏見区役所地域力推進室へ電話で 

（℡６１１－１１４４） 

 

 

 

 


